
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組

　　合等の名称を記入し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計において一般職に属する常勤の職員（地方公務員法第３条３項の特別職を除く。）について、

　　平成22年４月１日現在で記入すること。ただし、教育長及び４月１日付け退職者は除くこと。　

　３　「健全化判断比率の状況」欄については、繰上償還を実施しようとする年度において当該団体の健全化判断比率が財政再

　　生基準又は早期健全化基準以上である場合、該当するものをチェックすること。その場合には、財政再生計画又は財政健全

　　化計画の計画期間を併せて記入すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

注１　財政力指数及び実質公債費比率については、平成21年度又は平成22年度の数値を、経常収支比率及び将来負担比率につ
　　いては、平成20年度又は平成21年度の数値をそれぞれ記入すること。これら以外の数値については、直近の地方財政状況
　　調査及び公営企業決算状況調査の報告（又は報告を予定している）数値を記入すること。
　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等の構成団体
　　の各数値を加重平均したものを記入すること（ただし、一部事務組合等の構成団体に財政力指数１．０以上の団体がある
　　場合には、構成団体の中で最も低い財政力指数の団体の数値を記入すること。）。
　　　また、一部事務組合等に係る将来負担比率については、各構成団体の将来負担比率を各構成団体の団体区分ごとに別表
　　１の基準１で除し、それにより得た数値を将来負担比率算出における分母の額に応じて加重平均したものを記入すること。
　２　財政指標については、条件該当年度を（　）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相
　　互間で年度（地方財政状況調査における年度）を混在して使用することがないよう留意すること。
　３　財政力指数（臨財債振替前）については、財政力指数が１．０以上の団体で、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額
　　を用いて算出した場合の財政力指数が１．０を下回る場合についてのみ記入すること。この場合には、補足様式１を作成
　　し添付すること。なお、一部事務組合等については本欄の記入は不要であること。
　４　注１に関連して、一部事務組合等については、補足様式２を作成し添付すること。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第２条

　　　第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律

　　　第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２項に規定する

　　　合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で、当該市町村合併に伴い実施（予定）の行革の内容等の要旨を記入すること。また、要旨について

　　　は、別紙としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

806人

□財政再生基準以上　□早期健全化基準以上

健全化判断比率の状況
計画期間：

別紙第２号書式

構成団体名
職員数(H22. 4. 1現在)

財政力指数（臨財債振替前） （　　年度） 90,708（21年度）

うち普通会計債現在高(百万円)

国調人口(H17.10. 1現在) 70,705人

財政力指数 0.407（21年度） 21,266（21年度）

実質公債費比率　(％) 17.5（22年度） 37,811（21年度）

経常収支比率　　(％) 86.0（21年度） うち公営企業債現在高(百万円) 52,897（21年度）

　　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

〔合併期日：平成２０年４月１日〕

実質収支比率　　(％) 4.5（21年度） 4,789（21年度）

基 本 方 針 　福祉施策経費等の義務的経費が増大している反面、自主財源の根幹である市税収入が
減少している現状の中で、住民ニーズに対応する事業を見極め、慎重に財政運営を行
い、財政基盤を確立する必要がある。村上市総合計画との整合性を留意しながら、市税
収納対策強化、使用料・手数料の見直し・遊休施設の処分や新たな自主財源の調査等を
行い、十分な財源を確保し、経常経費を中心に経費削減に努め、事業の厳選化・円滑な
実施を図ることにより、財政構造の改革、経常収支比率等の財政指標の安定化等に取り
組む。

区　　分 内　　　容

計 画 名 村上市財政健全化計画

計 画 期 間 平成22年度～平成26年度

既 存 計 画 と の 関 係 村上市総合計画（第１次）（平成22年度～平成28年度）

公 表 の 方 法 等 市議会への報告、ホームページでの公表

村上市

　　　　　  3.参加と連携、人がふれあう都市づくり　4.自然と歴史、文化が香る都市づくり
○基本理念：1.安心と安全、人に優しい都市づくり　　2.活力と魅力に満ちた都市づくり

○将来像：自然と環境を大切にし、共生社会を築き、産業の振興と香り高い文化のまち

将来負担比率 160.7（21年度）



Ⅰ　基本的事項（つづき）
５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注１　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基

　　準日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談･調整の上､

　　確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

　２　各欄の数値は小数点第２位を切り上げて、小数点第１位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合

　　があること（なお、小数点第２位が０であるが、小数点第３位に数値がある場合は同様に切り上げること。）。

６　平成２２年度以降における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【旧公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入し、必要に応じて行を追加すること。
　２　公営企業債のうち、当該地方公共団体の一般会計が負担するもの（一般会計出資債、補助金債のほか、一般行政病院等に係る病院事業債、過疎
　　代行事業による下水道事業債で事業経営の実態がなく一般会計が残債を管理しているもの、起債時には事業が存在していたが、その後の事業廃止
　　等により現在は一般会計が残債を管理しているもの等）については、「一般会計出資債等」欄に記入すること。

うち年利7%以上

合　　計

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

合　　計

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 17,356.9

合　　計

事業債名
年利5%以上6%未満
(平成24年度末残高）

年利6%以上6.3%未満
(平成23年度末残高）

うち年利7%以上

小　　　計　　　　 (B)

区　　　分

旧運用部：年利5%以上
　　　　　6%未満
旧簡保　：年利5%以上
          6%未満
旧公庫　：年利5%以上
　　　　　5.5%未満

旧運用部：年利6%以上
　　　　　6.3%未満
旧簡保　：年利6%以上
          6.5%未満
旧公庫　：年利5.5%以上
　　　　　6%未満 うち年利7%以上

旧運用部：年利6.3%以上
旧簡保　：年利6.5%以上
旧公庫　：年利6%以上

61,073.6

11,113.3
旧 資 金 運 用 部 資 金

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

一
般
会
計

出
資
債
等

旧公営企業金融公庫資金 繰上償還希望額

(単位：千円)
年利6%以上

(平成22年度末残高）年利5%以上5.5%未満
(平成24年度9月期残高）

年利5.5%以上6%未満
(平成23年度9月期残高）

(単位：千円)

17,356.9旧 簡 易 生 命 保険 資金

109,644.7

5,463.3 16,576.6

48,571.2

17,356.9

109,644.7

17,356.9

(単位：千円)

合　　計
うち年利7%以上

年利6.5%以上
(平成22年度末残高）

61,073.6

(単位：千円)
年利6.3%以上

(平成22年度末残高）

繰上償還希望額

繰上償還希望額

48,571.2

17,356.9

一
般
会
計

出
資
債
等

事業債名
年利5%以上6%未満
(平成24年度末残高）

年利6%以上6.5%未満
(平成23年度末残高）

17,356.9

小　　　計　　　　 (B)

61,073.6

48,571.2

学校教育施設等整備事業

小　　　計　　　　 (A)

普
通
会
計
債

48,571.2 61,073.6

109,644.7

109,644.7

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

小　　　計　　　　 (A)

学校教育施設等整備事業

小　　　計　　　　 (B)

17,356.9

17,356.9



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 定員管理の適正合理化

課 題 ② 公債費負担の適正化

課 題 ③ 物件費、維持補修費等の削減

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記入する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記入すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

村上市は、新潟県の北端に位置し、平成２０年４月１日に村上市、荒川
町、神林村、朝日村、山北町の１市２町２村が合併し、人口は７０，７
０５人（平成１７年国調）、そして新潟県内一広い面積（１，１７４Ｋ
㎡）の市です。第２次産業３２．６％、第３次産業５６．４％で、第
２・３次産業が全体の約９割を占める産業構造で、類型Ⅱ‐１に属して
います。財政基盤の脆弱な団体同士の合併であり、財政力指数は０．４
０１で平成２０年度類似団体（１２９団体）で比較すると１１８位と低
い数値となっています。歳出に占める割合は合併直後ということもあ
り、人件費と公債費が４割近くを占め、類似団体と比較しても高い数値
となっています。

類似団体と比較すると歳出に占める物件費、維持補修費の割合が高く
なっています。市町村合併に伴い物件費では公共施設の増加により維持
管理費が、維持補修費では道路延長の増加により冬期の除雪費用が嵩ん
だことが原因です。

平成２０年度実質公債費比率は、１７．４％と類似団体１２９団体中１
０１位で高い数値となっています。普通会計の公債費は地方債発行の抑
制により今後は逓減していく見込みですが、公営企業への地方債元利償
還分繰出金は今後増加する見込みです。これは、新潟県一広い面積の村
上市では下水道の建設費用が高くなり、必然的に資本費が高くなるため
です。

新市誕生時には９８２人の職員体制でスタートしましたが、合併市町村
基本計画にある「各年度の退職者の７割分を減じます」を実行するた
め、「職員定員適正化計画」を平成２１年度策定しました。当計画に基
づき平成２８年度末目標数７３３人（公営企業会計職員含む）の職員体
制を目指します。しかし、市域が広大なため支所や施設管理職員を削減
することには限界があるため、行政サービスを低下させないよう効率的
な行政運営を図る必要があります。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 － － － 7,521 7,093 6,737 6,582 6,562 6,496 6,429

地方譲与税等 － － － 1,492 1,302 1,201 1,214 1,214 1,214 1,214

地方特例交付金 － － － 84 101 120 120 120 120 120

地方交付税 － － － 12,43812,56411,61512,10012,10012,10012,100

小計（一般財源計） － － － 21,53521,06019,67320,01619,99619,93019,863

分担金・負担金 － － － 329 309 311 329 440 576 435

使用料・手数料 － － － 941 913 893 921 925 930 935

国庫支出金 － － － 1,664 4,598 2,466 3,939 4,279 4,511 3,823

うち普通建設事業に係るもの － － － 536 546 611 329 833 1,153 548

都道府県支出金 － － － 1,774 1,687 1,570 1,216 1,113 1,116 1,049

うち普通建設事業に係るもの － － － 38 100 46 146 129 24 24

財産収入 － － － 63 81 62 62 62 62 62

寄附金 － － － 2 51 0 0 0 0 0

繰入金 － － － 272 4 655 934 776 898 477

繰越金 － － － 621 1,007 200 200 200 200 200

諸収入 － － － 1,143 1,158 1,393 1,388 1,274 1,131 1,212

うち特別会計からの貸付金返済額 － － － 0 0 0 0 0 0 0

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 － － － 0 0 0 0 0 0 0

地方債 － － － 3,059 2,578 3,248 3,596 3,943 4,948 3,642

特別区財政調整交付金 － － － 0 0 0 0 0 0 0

－ － － 31,40333,44630,47132,60133,00834,30231,698

人件費　　　　　　　ａ － － － 7,036 6,765 6,690 6,344 6,161 5,982 5,792

うち職員給 － － － 4,918 4,588 4,452 4,297 4,148 4,015 3,877

物件費　　　　　　　ｂ － － － 3,998 4,050 4,152 4,519 3,897 4,199 4,255

維持補修費　　　　　ｃ － － － 907 956 581 632 648 645 639

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　  ｄ － － － 11,94111,77111,42311,49510,70610,82610,686

扶助費 － － － 2,292 2,409 3,386 4,709 4,631 4,559 4,487

補助費等 － － － 1,389 2,473 1,251 1,230 1,247 1,275 1,293

うち公営企業(法適)に対するもの － － － 9 0 0 0 0 0 0

普通建設事業費 － － － 3,899 4,667 3,781 4,393 5,428 6,747 4,345

うち補助事業費 － － － 729 1,057 1,162 2,029 3,754 4,531 2,486

歳 入 合 計

区　　分

うち補助事業費 － － － 729 1,057 1,162 2,029 3,754 4,531 2,486

うち単独事業費 － － － 2,967 3,286 2,413 2,364 1,674 2,216 1,859

災害復旧事業費 － － － 11 21 0 0 0 0 0

失業対策事業費 － － － 0 0 0 0 0 0 0

公債費 － － － 4,955 4,753 4,676 4,540 4,430 4,315 4,306

うち元金償還分 － － － 4,288 4,129 4,076 3,974 3,867 3,745 3,713

積立金 － － － 615 1,023 14 74 79 75 64

貸付金 － － － 760 747 1,088 1,083 1,077 1,051 1,003

うち特別会計への貸付金 － － － 0 0 0 0 0 0 0

うち公社、三ｾｸへの貸付金 － － － 0 0 0 0 0 0 0

繰出金 － － － 4,534 4,402 4,799 5,025 5,358 5,399 5,459

うち公営企業(法非適)に対するもの － － － 2,262 2,181 2,526 2,665 2,971 2,988 3,014

その他 － － － 0 0 53 52 52 55 55

－ － － 30,39632,26630,47132,60133,00834,30231,698

　【財政指標等】

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 － － － 1,007 1,180 0 0 0 0 0

実質収支 － － － 901 959 0 0 0 0 0

標準財政規模 － － － 21,11821,26622,43622,31622,32422,27322,223

財政力指数 － － － 0.401 0.407 0.406 0.406 0.404 0.403 0.404

実質赤字比率　　　(％) － － －

経常収支比率　　　(％) － － － 84.3 86.0 80.6 85.4 83.1 82.8 82.9

実質公債費比率    (％) － － － 17.4 17.5 17.2 16.8 17.0 17.2 17.3

地方債現在高 － － － 39,36237,81136,97836,60036,67637,87937,809

積立金現在高 － － － 3,766 4,789 5,789 6,189 6,089 5,889 6,089

財政調整基金 － － － 2,041 2,493 2,893 2,893 3,193 3,493 3,793

減債基金 － － － 113 314 414 414 414 414 414

その他特定目的基金 － － － 1,612 1,982 2,482 2,882 2,482 1,982 1,882

職員数 － － － 846 806 799 792 769 748 726

注　実質公債費比率は、平成21年度（平成18年度から平成20年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成20年度欄に、平成22年度
　（平成19年度から平成21年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成21年度欄に、それぞれ記入すること。

区　　分

（単位：百万円、人）

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

課題①
職員定員適正化計画における平成２８年度末目標職員数７３３人（公営企業会計職員含む）の着実な達成に取り組むため、可能な限
り事務事業の整理・統廃合を進めていくことを基本とし効率的に職員数の削減を進めます。

◇　給与構造の見直し、地域手当等のあ
　り方

本市の給与については、国の人事院勧告を基本として、適正な給与制度の運用を図っています。地域手当については、国の対象地域
となっていないため支給していません。

◇　技能労務職員の給与のあり方
技能労務職員の給料は、技能労務職給与表（国家公務員の行政職俸給表（二）に準拠）の５級制を使用しています。事務事業の性質
や内容を十分精査したうえで、民間に委ねることが可能な業務については、積極的に民間委託等を推進していきます。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方 退職時特昇は実施していません。

◇　福利厚生事業のあり方
健康保険や年金業務については、新潟県市町村職員共済組合に加入しています。市単独では職員健康診断及び人間ドック個人負担の
助成を行っています。今後も住民の理解が得られるものとなるよう、適正に事業を実施します。

課題③
指定管理者制度導入による効率化を図るとともに、遊休施設の処分・活用の検討により経費の抑制を図ります。除雪経費に関して
は、今後の厳しい財政状況の中で除雪事業を進めていくため、除雪計画を作成し、効率的な除雪システムの構築を目指します。

課題③
市が管理する施設に指定管理者制度を積極的に導入し、更なる経費の縮減とサービスの向上に努めます。指定管理者制度の活用は、
「民間にできることは民間で」を基本方針として市民ニーズに即した施設の効率化を図り、施設ごとの実情に沿った運営主体を選定
します。

○　給与のあり方

○　物件費、維持補修費等の見直し

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

○　その他

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　経常経費の見直し

○　定員管理



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

収納率の向上のために、市民の税に対する意識高揚を図るとともに、口座振替制度の活用や口座振替の再振替を促進する取り組みを
行います。徴収体制の強化と的確な滞納整理が重要であることから、税の公平化を図る上で積極的な滞納処分を行うとともに、収納
推進員による効率的、効果的な収納活動を推進します。

土地開発公社やその他の公社については、債務超過等の状況にはなく、これからもより一層健全な運営を進めていきます。

◇　給与及び定員管理の状況の公表
村上市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定により、人事行政の運営状況を公表しています。また、定員改革を着実に
実行するため、職員定員適正化計画及び技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針を作成しホームページで公表していま
す。

◇　財政情報の開示
市民と行政の情報の共有化を図るため、積極的な財政状況の提供につとめています。予算額や決算額の状況だけでなく、市町村間で
比較分析した財政状況をはじめ、総務省改定方式よる財務四表を作成し、広報誌及びホームページで公表しています。

施策・事業を開始する前の「事前評価」、進捗過程における「中間評価」、実施後の「事後評価」を徹底し、時期への行動計画へと
結びつける一連の管理プロセスの確立を目指します。また、評価は行政内部の評価を基本とし、地域づくりや市民生活に直結するも
のは、市民による外部評価を実施し、市民のための行財政経営を推進します。

課題②
公債費が市財政の大きな負担となっています。償還額以下での起債発行及び繰上償還を行い、公債費負担の適正化を図ります。ま
た、公営企業への地方債分繰出金が一般会計の大きな負担となっているため、後年度に負担を繰延べすることができる資本費平準化
債を活用することにより、繰出金の縮減を図ります。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を「Ⅱの課題番号」欄に記入すること。

　　２　今後行う行政改革の取組の内容について記載すること。なお、平成19年度から平成21年度までの間に公的資金補償金免除繰上償還措置の承認を受けている団体については、更なる

　　　行政改革の取組の内容が分かるように記載すること。ただし、新規に計画を策定する団体については、計画前５年間に取り組んできた行政改革に関する施策についても記入すること。

　　３　本表各項目に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善効果額の算出が可能な項目については、「Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果」の「年度別目標」にその改善

　　　効果額を記入すること。なお、当該改善効果額が計画前年度との比較により算出できない項目については、当該改善効果額の算出方法も併せて各欄に記入すること。

　　４　財政状況が良好な場合又は必ずしも悪いとはいえない状態であっても、財政状況を良好な状態に維持するため又は更なる財政健全化のために講じることとしている歳入確保策・歳

　　　出削減策等があれば、当該施策を記入すること。

　　５　必要に応じて行を追加して記入すること。

３　地方税の徴収率の向上、売却可能資
　産の処分等による歳入の確保

６　その他

○　行政評価の導入

５　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

４　地方公社の改革や地方独立行政法人
　への移行の促進

項　　　目



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果【新規計画策定団体】
１　主な課題と取組及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　　　なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）（以下、「財政健全化法」という。）に規定する「財政健全化計画」又は「財政再生計画」を定めていることから、地方財政法施行令附則第６条第３項の規定により、

　　　これらの計画を「公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画」とみなす場合には、各計画における施策のうち、それぞれの各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　各項目への記入に当たっては、Ⅳに掲げた施策又は財政健全化法に掲げた方策をそのまま転記せず、ポイントを簡潔にまとめた形で記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標 （単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

- - - 17.4 17.5 17.2 16.8 17.0 17.2 17.3

- - - 39,362 37,811 36,978 36,600 36,676 37,879 37,809

- - - 4,918 4,588 4,452 4,297 4,148 4,015 3,877

- - - 0 330 330 466 621 770 903 1,041 3,801

330 3,801

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 0

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 3,801

    ３　「Aのうち公営企業加算分　B」欄については、平成19年度から平成21年度までの間に当該団体の公営企業会計において公的資金補償金免除繰上償還の適用を受け、平成22 17

　　　年度以降に引き続き当該公営企業会計において公的資金補償金免除繰上償還の適用を受ける場合であって、当該公営企業会計における経営改革の改善効果額が当該公営企業

　　　会計に係る旧資金運用部資金の補償金免除額に達しない場合に記入すること（ただし、公営企業会計に加算できる改善効果額は、普通会計に係る改善効果額が旧資金運用部

　　　資金の補償金免除額を上回る部分に限る。）。

資本費平準化債を活用し、償還財源とすることで一般会計の負担を軽減します。

＜参考＞補償金免除額（旧資金運用部資金）

課　題 取 組 及 び 目 標

１　経常経費の見直し 事務事業の整理・統廃合を進めていくことを基本とし、平成２８年度末目標数７３３人（公営企業会計職員含む）の職員体制を目指します。

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等） 合併基本計画に予定されている大規模事業を除く起債については、償還額以下での起債発行を行い、公債費負担の適正化を図ります。

改善効果額　合計　Ａ

Ａ－Ｂ

実　　　　　績
計画前５年度
実　績

目　　　　　標

地方債現在高

計画合計
項　　目

改善効果額

実質公債費比率

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

人件費（職員給）

改善効果額

４　その他

改善効果額

課　題

課題①

Ａのうち公営企業会計加算分　Ｂ

改善効果額

計画前５年間改善効果額　合計

改善効果額

改善効果額


